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九

七

号
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閣
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一
九
三
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三
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七
号

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
井
坂
信
彦
君
提
出
公
務
員
の
副
業
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
井
坂
信
彦
君
提
出
公
務
員
の
副
業
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
百
三
条
第
一
項
及
び
第
百
四
条
並
び
に
地
方
公
務
員
法
（
昭
和

二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
は
、
職
務
専
念
義
務
の
履
行
、
職
務
の
公
正
な
執
行
及
び

公
務
の
信
用
を
確
保
す
る
趣
旨
か
ら
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
国
家
公
務
員
法
第
二
条
に
規
定
す

る
一
般
職
に
属
す
る
職
員
及
び
地
方
公
務
員
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
般
職
に
属
す
る
職
員
に
対
す
る
兼
業
の
制
限

に
つ
い
て
は
、
今
後
も
現
行
制
度
の
下
で
適
切
な
運
用
が
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。


